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長時間労働者に対する面接指導について
長時間労働やメンタルヘルス不調などにより健康リスクが高い状況にある労働者の健康管理強化のため､医師

による面接指導が確実に実施されるように本年 4 月 1 日より労働安全衛生法が改正され施行されています .

  留意事項　上記対象となる労働者は､高度プロフェッショナル制度対象労働者を除き､管理監督者や裁量労働制の適用など

　　　　　  雇用形態を問わず全ての労働者が対象となります。

詳細につきましては厚生労働省ホー

ムページ掲載のパンフレット、

　働き方改革関連法により 2019　
　年４月１日から｢産業医･産業保健
　機能｣と｢長時間労働者に対する面
　接指導等｣が強化されます。
をご参照ください。

( 注 ) 労働者の健康管理に着目した労働

　　  時間の状況

注 1  ❶～❺の全てに於いて､過労死基準

         ( 単月 100H 又は複数月 80H 超 )

        の労働者には､申出なしの面接指導

        に努めるよう指導している。

注 2  ❶～❺の全てに於いて､45H 超の時

        間外・休日労働を実施した労働者に

        は､必要な健康確保措置を行うこと

        が望ましい旨指導している。

改正労働安全衛生法

❶ 医師による面接指導の対象となる労働者の要件
　時間外・休日労働時間が 1 ヶ月当たり 80 時間を超え､かつ、

　疲労の蓄積が認められる労働者からの申出により行います。

❷ 労働者への労働時間に関する情報の通知義務
　事業者は、①の時間算定を行ったときに､時間外･休日労働

　時間が 1 ヶ月当たり 80 時間を超えた労働者に対し速やか

　に当該労働者に当該労働者の超えた時間に関する情報を通

　知しなければなりません。

❸ 研究開発業務に従事する労働者に対する医師による面接指導
　事業者は､時間外･休日労働時間が 1 ヶ月当たり 100 時間を

　超える研究開発業務に従事する労働者に対し、

　当該労働者の申出なしに医師による面接指導を

　行わなければなりません。

❹ 労働時間の状況の把握義務
　事業者は、上記面接指導を実施するため、

　タイムカードによる記録、パソコンの使用

　時間の記録等の客観的な方法その他適切な

　方法により、労働者の労働時間の状況を把

　握しなければなりません。また 3 年間保存

　するため必要な措置を

　講じなければなりません。

　※派遣労働者については、

　派遣先事業者が労働

　時間状況を把握し､

　派遣元事業者が面接

　指導等を行わなければなりません。

各労働時間制度に係る医師の面接指導の要件

❶高度プロフェッショナル制度

❷研究開発業務
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健康管理時間によらず､健康確保措置を労使委員会で協議
( 高度プロフェッショナル制度導入時の義務 )

労働時間によらず､健康確保
措置を労使委員会で協議
( 裁量労働制導入時の義務 )
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実労働時間でカウントする。
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https://www.mhlw.go.jp/content/000497962.pdf

